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(57)【要約】
　
【課題】より簡単な構成により、血圧変化を監視する技
術等を提供する。
【解決手段】被験者の血圧変化を検出する血圧変化検出
装置であって、被験者の脈波を検出する脈波検出部と、
前記脈波検出部により検出された脈波信号の変化に基づ
いて、血圧の変化を検出する血圧変化検出部とを有する
血圧変化検出装置。
【選択図】図１



(2) JP 2020-18742 A 2020.2.6

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験者の血圧変化を検出する血圧変化検出装置であって、
　被験者の脈波を検出する脈波検出部と、
　前記脈波検出部により検出された脈波信号の変化に基づいて、血圧の変化を検出する血
圧変化検出部と
を有する血圧変化検出装置。
【請求項２】
　さらに、前記血圧変化検出部により血圧の変化を検出すると、血圧の変化に伴う被験者
の異常を報知する報知部を有する請求項１に記載の血圧変化検出装置。
【請求項３】
　さらに、前記血圧変化検出部により血圧の変化を検出すると、血圧計を自動的に動作さ
せる指示を行う血圧計自動動作開始指示部を有する請求項１又は２に記載の血圧変化検出
装置。
【請求項４】
　前記脈波検出部により検出される脈波と血圧計により測定される血圧との対応関係を記
憶する記憶部を有する請求項１から３までのいずれか１項に記載の血圧変化検出装置。 
【請求項５】
　前記記憶部に記憶された前記対応関係を、随時更新することを特徴とする請求項４に記
載の血圧変化検出装置。
【請求項６】
　前記脈波検出部は、反射型光センサのセンシング信号により脈波を検出する請求項１か
ら５までのいずれか１項に記載の血圧変化検出装置。
【請求項７】
　請求項１から６までのいずれか１項に記載の血圧変化検出装置を備える人工透析装置で
あって、
　前記脈波検出部により検出された前記脈波に基づく透析開始前又は透析中における血圧
の低下を検出すると、
　人工透析装置に内蔵された血圧計を自動的に動作させる血圧計自動動作開始部と
を有する人工透析装置。
【請求項８】
　血圧変化を検出する血圧変化検出方法であって、
　被験者の脈波を検出する脈波検出ステップと、
　前記脈波検出ステップにより検出された前記脈波の変化に基づいて、血圧の変化を検出
する血圧変化検出ステップと
を有する血圧変化検出方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の血圧変化検出方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血圧変化検出技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　血圧の時間的な変化(変動)、例えば、血圧の低下を検出する技術としては、カフ血圧計
を用いてタイミングを変えて複数回測定を行う方法が一般的である。カフ血圧計は一般的
な血圧計であり、例えば、手術中や人工透析中（以下「術中」とも称する。）において、
監視者が常在して被透析者の状況を監視する際に利用する。
　長い期間の監視が必要になると、この血圧変化検出方法では手間や人手がかかりすぎる
。そこで、例えば、計測器などを用いて、血圧の変化の監視を行う技術なども提案されて
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いる（下記特許文献１参照）。　
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３４９０４２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１は、生体組織に照射されるレーザー光が生体組織内で散乱することによって
生じる散乱光に基づいて血流を計測するレーザー血流計を備えている。そして、人工透析
を行うための人工透析装置を含んで構成され、人工透析装置による人工透析を行いながら
前記生体情報の監視を行うように構成されている。
　しかしながら、レーザー血流計は、その機構が複雑であるという問題があった。
　本発明は、より簡単な構成により、血圧変化を監視する技術等を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一観点によれば、被験者の血圧変化を検出する血圧変化検出装置であって、被
験者の脈波を（連続的，経時的に）検出する脈波検出部（反射型光電センサなど）と、前
記脈波検出部により検出された脈波信号の（透析開始前又は透析中における）変化に基づ
いて、血圧の変化を検出する血圧変化検出部と、を有する血圧変化検出装置が提供される
。これにより、脈波信号に基づいて簡便な方法で被験者の血圧変化を検出することができ
る。
【０００６】
　さらに、前記血圧変化検出部により血圧の変化を検出すると、血圧の変化に伴う被験者
の異常を報知する報知部を有することが好ましい。これにより、血圧低下を検出すると、
医療従事者に異常を知らせることができる。
　さらに、前記血圧変化検出部により血圧の変化を検出すると、血圧計を自動的に動作さ
せる指示を行う血圧計自動動作開始指示部を有するようにすると良い。
【０００７】
　前記脈波検出部により検出される脈波と血圧計により測定される血圧との対応関係を記
憶する記憶部を有することが好ましい。例えば個人差がある場合に、脈波と血圧の対応関
係をそれぞれの被験者（患者）に適した形で適用することができる。
　前記記憶部に記憶された前記対応関係を、随時更新することが好ましい。
　前記脈波検出部は、反射型光センサのセンシング信号により脈波を検出することが好ま
しい。
【０００８】
　本発明は、上記のいずれか１に記載の血圧変化検出装置を備える人工透析装置であって
、前記脈波検出部により検出された前記脈波に基づく透析開始前又は透析中における血圧
の低下を検出すると、人工透析装置に内蔵された血圧計を自動的に動作させる血圧計自動
動作開始部と、を有する人工透析装置である。
　心拍数上昇に伴う透析実施中に起こる血圧低下を検出できる。そして、血圧計を自動的
に動作させてモニタリングすることができる。
【０００９】
　本発明の他の観点によれば、血圧変化を検出する血圧変化検出方法であって、被験者の
脈波を（連続的，経時的に）検出する脈波検出ステップと、前記脈波検出ステップにより
検出された前記脈波の変化に基づいて、血圧の変化を検出する血圧変化検出ステップと、
を有する血圧変化検出方法が提供される。
　本発明は、上記に記載の血圧変化検出方法をコンピュータに実行させるためのプログラ
ムであっても良く、当該プログラムを記憶するコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であ
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っても良い。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、より簡単な構成により、被験者の血圧変化を監視する技術を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態による血圧低下検出装置を含む人工透析装置の一例を示す概
略構成図である。
【図２】本実施の形態による末梢脈波測定用の反射型光センサを用いた血管脈波測定シス
テムの一構成例を示すブロック図である。
【図３Ａ】本発明の第１の実施の形態による血圧低下検出装置において用いられる脈波血
圧計装置（制御部）の一構成例を示す図である。
【図３Ｂ】本発明の第２の実施の形態による血圧低下検出装置において用いられる脈波血
圧計装置（制御部）の一構成例を示す図である。
【図３Ｃ】本発明の第３の実施の形態による血圧低下検出装置において用いられる脈波血
圧計装置（制御部）の一構成例を示す図である。
【図４Ａ】本実施の形態による末梢脈波測定用の反射型光センサを用いた血管脈波測定シ
ステム制御処理により検出された血圧変化（低下）の第１の利用例を示す図である。
【図４Ｂ】本実施の形態による末梢脈波測定用の反射型光センサを用いた血管脈波測定シ
ステム制御処理により検出された血圧変化（低下）の第２の利用例を示す図である。
【図５】第１の実施の形態による制御部における制御処理の流れの一例を示すフローチャ
ート図である。
【図６】第２の実施の形態による制御部における制御処理の流れの一例を示すフローチャ
ート図である。
【図７】第３の実施の形態による制御部における制御処理の流れの一例を示すフローチャ
ート図である。
【図８】第４の実施の形態によるメモリへの測定値対応付け処理の流れの一例を示すフロ
ーチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明の実施の形態による術中等の血圧変化検出技術について、血圧の変化例
として血圧の低下の検出について図面を参照しながら詳細に説明する。尚、本発明は、血
圧の変化を検出するものであれば、血圧の低下に限定されるものではない。　
　さらに、以下の実施の形態においては、人工透析を行っている場合の血圧低下を検出す
る例について説明するが、本発明は、このような人工透析時における血圧低下の検出に限
定されるものではないことは言うまでもない。例えば、輸血を伴う手術を含む多くの手術
や出産等、健康診断等、入院時等や臨床だけではなく研究における血圧の変化のモニタリ
ングに利用可能である。
【００１３】
　図１は、本発明の実施の形態による血圧低下検出装置を含む人工透析装置の一例を示す
概略構成図である。図１に示すように、本実施の形態による血圧低下検出装置（システム
）Ａは、被験者Ｈの例えば腕に設けられた人工透析用のインターフェイスＩ／Ｆと、イン
ターフェイスＩ／Ｆを介して、被験者の血液を透析する人工透析器Ｂと、を有している。
人工透析器Ｂは、老廃物を含んだ血液中に抗凝固剤２５を注入しながら動脈側の血液から
、チューブＬ１により透析液供給装置１５から供給される透析液を含むダイアライザー１
１により老廃物を取り除き（脱血）、透析液１７と廃液２１とに分離し、透析液１７のみ
を静脈側のチューブＬ２により静脈側に返血する。加えて、本実施の形態においては、被
験者Ｈの例えば橈骨に末梢脈波測定用の反射型光センサ１が取り付けられている。
【００１４】
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　例えば、特許第５０１７５０１号公報に記載されているように、反射型光センサ１は、
皮膚を介して血管に光を放射する発光素子と、上記血管からの反射光又は上記血管を介し
た透過光を、皮膚を介して受光する受光素子とを含む光探触子と、入力される駆動信号に
基づいて上記発光素子を駆動する駆動回路と、上記受光素子により受光された光を電気信
号に変換して出力する検出回路と、を備えた光探触子回路を用いて血管脈波測定を行う血
管脈波測定システムである。このシステムにおいて、上記電気信号を上記駆動信号として
上記駆動回路に直接に同期帰還することで、上記検出回路から自励発振信号を発生して、
当該自励発振信号を血管脈波信号として測定する測定手段と、上記自励発振信号のレベル
が実質的に最大となるように、上記検出回路及び上記駆動回路の少なくとも一方の動作点
を制御する制御手段とを備えている。上記の技術により、発光素子から受光素子までの光
の伝搬距離が異なる場合であっても、簡単な構成で脈動波形データを取得でき、血管脈波
測定を行うことができる。
【００１５】
　図２は、本実施の形態による末梢脈波測定用の反射型光センサ１を用いた血管脈波測定
システムの一構成例を示すブロック図である（例えば、特開２０１７－２９５０４号公報
参照）。図２において、末梢脈波測定用の反射型光センサ１を含む血管脈波測定システム
の構成要素ではないが、血圧等を測定する対象例である被測定者の橈骨（指尖部）が図１
，図２に示されている。
【００１６】
　本実施の形態による末梢脈波測定用の反射型光センサ１を含む血管脈波測定システムは
、従来用いられているコロトコフ音を測定する圧迫カフ法、あるいは、動脈内に、圧力セ
ンサが連結されたカテーテルを挿入侵襲させて血管内の圧力を直接測定する観血法に代え
て、発光素子と受光素子とを有する光探触子を含む光センサ３を用いて例えば指尖部２の
血管の脈動波形を収得して脈波測定を行うシステムである。
【００１７】
　血管脈波測定用の反射型光センサ１を含む血管脈波測定システムは、例えば、特開２０
１７－２９５０４号公報の図１等に記載されているように、被測定者Ｈの血管の脈動取得
に適した部位に取り付けられる光探触子を含む光センサ３を有している。さらに、例えば
、発光素子を駆動して光を放射させ、皮膚を介して血管により反射される反射光を受光素
子によって検出する検出回路を備える信号変換アダプタ４と、信号変換アダプタ４からの
血管脈波信号である出力電圧ＶＯＵＴを増幅する増幅器３０と、増幅器３０からの出力電
圧をディジタルデータにＡ／Ｄ変換するＡ／Ｄ変換器３１と、装置コントローラ５０と、
表示部６０とを備える脈波血圧計装置（制御部）５と、を有している。
　さらに、カフ法による血圧計１０１を備えている。
【００１８】
　ここで、装置コントローラ５０は、内部メモリ５０ｍを含む例えばディジタル計算機な
どの制御装置であって、血管脈波測定処理モジュール５１と、血圧値校正処理モジュール
５２とを含み、Ａ／Ｄ変換器３１からのディジタルデータを処理して血管脈波データを発
生し、血管脈波データに対して公知の血圧値校正処理及び公知の血管脈波測定処理を実行
する。また、表示部６０は例えばディスプレイ又はプリンタであって、装置コントローラ
５０からの出力データに基づいて、脈動波形表示（移動平均処理後の脈動波形表示６１及
びローパスフィルタ処理後の脈動波形表示６２）及び各血管脈波測定値表示（脈拍、最大
血圧値Ｐｍａｘ及び最小血圧値Ｐｍｉｎ）等を表示部６３に表示する。
【００１９】
　光センサ３は、所定の保持部に発光素子である例えば２個の発光ダイオード（ＬＥＤ）
Ｄ１，Ｄ２と、受光素子であるフォトトランジスタＱ１（フォトトランジスタの代わりに
フォトダイオードであってもよい）と、が所定の回路基板に取り付けられて配置されて構
成される。発光ダイオードＤ１，Ｄ２からの光が例えば指尖部２の血管により反射され、
もしくは当該血管を透過し（すなわち、光センサ３は透過型でもよい）反射又は透過した
光はフォトトランジスタＱ１に入射し、血管脈波に同期する電気信号に変換されて出力さ
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れる。尚、発光ダイオード（ＬＥＤ）の数を限定するものではなく、例えば、１個だけを
用いても実現することができる。
【００２０】
　発光ダイオードＤ１，Ｄ２とフォトトランジスタＱ１とは近接して配置されることが好
ましいが、発光ダイオードＤ１，Ｄ２からの光がフォトトランジスタＱ１に直接入らない
ように、間に遮光璧を設ける等の構造的工夫をすることが好ましい。あるいは、レンズを
発光ダイオードＤ１，Ｄ２とフォトトランジスタＱ１に設け、指向性を高めることもよい
。例えば、発光ダイオードＤ１、Ｄ２の発光波長を異なる波長として、先の出願１（特願
２０１８－０１９３８６号）に記載のように、経皮的動脈酸素飽和度（ＳｐＯ２）を同時
に測定してもよい。
【００２１】
　ここで、光センサ３は、図示されていない適当なバンド、テープ等で被測定者の脈波検
出に適した部位に取り付けられる。図２では、光センサ３が被測定者の指尖部２に取り付
けられる様子が示されているが、これ以外に、耳たぶ部、額の浅側頭動脈部、首筋の総頚
動脈部、手首の橈骨動脈部、腕の肘部の内側に対応する上腕動脈部、心臓の近傍、足首の
後脛骨動脈部、足甲の足背動脈部、脚の膝部内側に対応する大腿動脈部等の部位に光セン
サ３を取り付けてもよい。光センサ３からのセンシング信号は、センサケーブル６と信号
変換アダプタ４および本体接続ケーブル７を介して脈波血圧計装置５に出力される。
　尚、脈波血圧計装置（制御部）５は、後述するように、本実施の形態による血圧低下検
出処理を行うための装置の制御を行う。尚、ＣＮ１１，１，２，１２，１３，１４はコネ
クタである。
　以下に、本実施の形態による血圧低下検出技術について、図２の脈波血圧計装置（制御
部）５およびその制御のための処理の流れを中心にしてより具体的に説明する。
【００２２】
　まず、脈波と血圧との関係について発明者の考察に基づいて以下に説明する。
　血圧を単純な計算式で示すと以下の通りである。
　「血圧＝心拍出量×末梢血管抵抗」
　この計算式から、心拍数が大きくなると血圧は上昇することになる。大幅な心拍数上昇
により、ポンプとしての心臓の動き（心筋収縮力）が小さくなることで血圧が低下する。
また、血管拡張剤の投与は血管床の面積を広げることになるため、末梢血管抵抗が下がり
、血圧が低下する。
【００２３】
　例えば、人工透析中における血圧低下の要因として、老廃物と一緒に水分を排出するこ
とで、水分が減少しすぎてしまい循環血液量が減少して血圧低下となること、高血圧を治
療している患者の降圧薬（血管拡張薬）が影響して血圧低下となることなどがある。
【００２４】
　一方、末梢脈波測定用の反射型光センサ１などの光センサは、動脈の血液内に存在する
酸化ヘモグロビンは入射光を吸収する特性がある。従って、心臓の脈動に伴って変化する
血流量（血管の容量変化）を時系列的にセンシングすることで脈波信号を連続的（経時的
）に計測することができる。
　従って、末梢脈波測定用の反射型光センサ１などの光センサにより血圧の低下などを含
めた血圧の変化を検出することができる。
　尚、血圧の変動が少なく安定している場合には、その旨を知ることができる。
【００２５】
　例えば、人工透析装置から正常に体内に血液が戻っている場合と、体内に血液が戻って
いない場合とでは、指尖に装着した光センサが検出する脈波に違い（変化）が生じる。人
工透析装置は一定の動きをしているため、この脈波の変化をとらえることで、人工透析装
置および被験者の監視を行うことができる。
　従って、例えば、人工透析の開始前の脈波や内部算出している値に関して、人工透析中
に大きな変化（被験者Ｈの血圧低下、或いは、人工透析装置から出た血液が人工透析装置
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に戻ってきていない現象）などを検出できるもの（例えば部品又は機器）で、人工透析装
置に例えば内蔵されているカフ式の血圧計１０１を自動的に稼働させること、医療従事者
に異常を知らせること、などの機能を持たせることができる。
　以下に、本発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２６】
（第１の実施の形態）
　まず、本発明の第１の実施の形態による血圧低下検出装置の制御技術について詳細に説
明する。
　図３Ａは、本実施の形態による血圧低下検出装置において用いられる脈波血圧計装置（
制御部）５の一構成例を示す図である。図５は、制御部における制御処理の流れの一例を
示すフローチャート図である。
【００２７】
　図３Ａに示すように、本実施の形態による血圧低下検出装置の制御部５は、例えば、末
梢脈波測定用の光センサ１からの信号を取得する末梢脈波測定用センサ信号取得部５－１
と、末梢脈波測定用センサ信号取得部５－１から出力される脈波信号に基づいて血圧低下
を検出する血圧低下検出部５－２と、人工透析装置等に例えば内蔵されている内蔵血圧計
（内蔵型には限定されない）の自動動作の開始を指示する（内蔵）血圧計自動動作開始指
示部５－３と、脈波と血圧との対応付けを行う脈波－血圧対応付け処理部５－４と、脈波
－血圧対応関係を記憶する参照用メモリ５－５と、有している。
　尚、脈波と血圧との対応付けを行う脈波－血圧対応付け処理部５－４は、血圧低下検出
装置とは別途設けておき、その対応関係を参照用メモリ５－５に記憶させておいても良い
。
【００２８】
　図５に示すように、本実施の形態による血圧変化（低下）検出装置の制御部５は、まず
、人工透析等を開始させると（Ｓｔａｒｔ）、ステップＳ１において、末梢脈波測定用セ
ンサ信号取得部５－１が、末梢脈波測定用の光センサ１からセンサ信号値を取得する。
　次いで、ステップＳ２において、末梢脈波測定用センサ信号取得部５－１が取得したセ
ンサ信号値から、実際の血圧に変化することができる参照用メモリ５－５を参照して、実
際の血圧値を求め、血圧の変化（この例では血圧の所定のしきい値以上の低下）を検出す
ると（Ｙｅｓ）、ステップＳ３に進み、内蔵血圧計自動動作開始指示部５－３が、内蔵血
圧計の動作開始を指示する。これにより、実際の内蔵血圧計による血圧を求めることがで
きる。一方、ステップＳ２において、Ｎｏの場合には、ステップＳ１に戻り、末梢脈波測
定用センサ信号取得部５－１が取得したセンサ信号値による監視を継続する。
【００２９】
　尚、脈波と血圧との対応付けを行う脈波－血圧対応付け処理部５－４は、予め対応関係
を求めて参照用メモリ５－５に記憶させておくために用いても良いし、脈波と実際の血圧
の関係の対応付けが患者や環境により変化することを考慮して、参照用メモリ５－５の対
応付けを随時更新するために用いても良い。
【００３０】
　図４Ａは、上記の制御処理により検出された血圧低下の利用例を示す図である。収縮期
血圧、拡張期血圧、末梢脈波測定用の反射型光センサ１などの光センサが示した最高血圧
値、最低血圧値の時系列変化の一例を示す図である。最高血圧値、最低血圧値は、末梢脈
波測定用センサからの信号を取得する末梢脈波測定用センサ信号取得部５－１とセンサ信
号と実際の血圧値との対応関係を示す参照用メモリ５－５から求められる実際の血圧値で
ある。図において、横軸が時間、縦軸が血圧である。
　図４Ａに示すように、血管拡張に伴う血圧低下を光電式パルスチェッカが示した最低血
圧値DIA（PW）で検知することができることがわかる。
　図４Ａ、図４Ｂのいずれも縦軸は血圧（ｍｍＨｇ）、横軸は時間（ｈｒ）である。
【００３１】
　図４Ｂは、上記の制御処理により検出された血圧低下のもう１つの利用例を示す図であ
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る。イヌ麻酔下における光電式パルスチェッカ（PW）と観血式連続血圧測定の比較を行っ
た一例を示す図である。
　観血式血圧測定は、イヌの大腿動脈に血圧測定用カテーテルを留置し動脈圧を生体情報
モニタ（医療機器）でモニタリングし、光電式パルスチェッカのセンサはイヌの舌に装着
し、適宜、観血式血圧値で校正を行った。
【００３２】
　図４Ｂに示すように、心拍上昇（ＰＲ（ＰＷ））に伴う血圧低下（ＳＹＳ（Ａ））を光
センサの信号（ＤＩＡ（ＰＷ））により検出できること（これに対応してドパミンを投与
して安定化させている）、また、なだらかな血圧低下（ＳＹＳ（Ａ））をセンサの信号（
ＤＩＡ（ＰＷ））により検出できること（これに対応してジルチアゼムを投与して対応し
ていること）が実証されている。
【００３３】
　上記の結果より、心拍数上昇に伴う血圧低下時を検出することができる。また、末梢血
管拡張に伴う血圧低下時を検出することができる。さらに、血圧が安定である場合は、安
定した血圧を検出することができる。
【００３４】
　以上に示すように、末梢脈波測定用の反射型光センサ１などの光センサが示した最高血
圧値、最低血圧値が、実際の血圧計で測定した血圧値と良く一致していること、血圧の低
下などを検出して適切な処置を行うことで、血圧低下を治療して安定な血圧とすることが
できることがわかる。同様の効果は、以下の各実施の形態においても得られる。
【００３５】
（第２の実施の形態）
　次に、本発明の第２の実施の形態による血圧低下検出装置の制御技術について詳細に説
明する。図３Ｂは、本実施の形態による血圧低下検出装置において用いられる脈波血圧計
装置（制御部）５の一構成例を示す図である。図６は、制御部における制御処理の流れの
一例を示すフローチャート図である。
【００３６】
　図３Ｂに示す血圧低下検出装置と図３Ａに示す血圧低下検出装置との相違点は、図３Ｂ
では、血圧計自動動作開始指示部５－３に代えて又は血圧計自動動作開始指示部５－３と
ともに、血圧の低下を報知する血圧低下報知部５－３ａを設けた点である。血圧低下等の
報知の方法は、音声によるもの、表示によるものなど、その形態を限定しない。また、遠
隔に対して知らせるようにしても良い。
【００３７】
　図５と図６との処理の相違点は、ステップＳ３での処理に加えて又は処理の代わりに、
ステップＳ３ａで、血圧低下報知部を作動させることである。
　血圧の低下を報知する血圧低下報知部５－３ａを設け、血圧低下時にそれを作動させる
ことで、例えば医師や看護師などの医療従事者に対して、被験者の血圧が低下しているこ
とを知らせることができ、医療従事者に血圧が低下した被験者に対して適切な対応を取る
ように促すことができる。
【００３８】
（第３の実施の形態）　
　次に、本発明の第３の実施の形態による血圧低下検出装置の制御技術について詳細に説
明する。図３Ｃは、本実施の形態による血圧低下検出装置において用いられる脈波血圧計
装置（制御部）５の一構成例を示す図である。図７は、制御部における制御処理の流れの
一例を示すフローチャート図である。
【００３９】
　図３Ｃに示す血圧低下検出装置と図３Ａに示す血圧低下検出装置との相違点は、図３Ｃ
では、血圧低下検出部５－２に代えて又は血圧低下検出部５－２とともに、脈波の検出を
行う脈波検出部５－２ａを設けた点である。脈波検出部５－２ａは、脈波が検出できなく
なる（或いは非常に微弱になる）ことを検出し、脈波非検出報知部５－３ｂにより報知す
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ることである。ここで、報知の方法は、音声によるもの、表示によるものなど、その形態
を限定しない。また、遠隔に知らせるようにしても良い。脈波が検出されなくなることは
、人工透析装置から体内に正常に血液が戻っている場合と、人工透析装置から体内に正常
に血液が戻っていない場合とでは、指尖に装着した光センサが検出する脈波に違い（変化
）が生じることを利用している。この変化をとらえることで、人工透析装置から正常に体
内に血液が戻っていないことを、医師や看護師などの医療従事者に報知する。そして、人
工透析の装置および被験者の監視を行うことができる。
【００４０】
　尚、動脈の血液内に存在する酸化ヘモグロビンは入射光を吸収する特性があるため、心
臓の脈動に伴って変化する血流量（血管の容量変化）を、光センサによりセンシングする
ことで脈波信号を計測することができる。この際、時系列にセンシングすることが好まし
い。
　透析装置から正常に体内に血液が戻っている場合と、戻っていない場合では、指尖に装
着した光センサが検出する脈波に違い（変化）が起きる。人工透析装置は基本的に一定の
動きをするため、この変化を捉えることが監視につながる。
【００４１】
　図５と図７との処理の相違点は、ステップＳ２での処理に加えて又は処理の代わりに、
ステップＳ２ａで、脈波の検出の有無（又は強弱）を検出することである。
　さらに、脈波の非検出を報知する脈波非検出報知部（報知部）を５－３ｂを設け、ステ
ップＳ３ｂで、脈波非検出時にそれを作動させることで、例えば医師や看護師などの医療
従事者に対して、人工透析器において血液が正常に戻らない（正常に循環されていない）
ことを知らせることができる。従って、医療従事者に適切な対応を取るように促すことが
できる。
【００４２】
（第４の実施の形態）　
　図８は、脈波と血圧との対応付けを行う脈波－血圧対応付け処理部５－４の処理例を示
すフローチャート図である。
　処理が開始され（Ｓｔａｒｔ）、ステップＳ１１において末梢脈波を測定し、ステップ
Ｓ１２において、血圧をカフ血圧計等により血圧を測定する。
　ステップＳ１３において、ステップＳ１１において測定した脈波信号とステップＳ１３
において測定した血圧値とを対応付ける。
　次いで、ステップＳ１４において、ステップＳ１３における対応関係を参照用メモリ５
－５等に記憶する。
【００４３】
　ここで、脈波と実際の血圧の関係の対応付けが患者や環境により変化することを考慮し
て、参照用メモリ５－５の対応付けを随時更新するように、ステップＳ１１からステップ
Ｓ１４までの処理を繰り返し行っても良い。
　本実施の形態によれば、末梢脈波信号と血圧値との関係を、例えば、被験者ＩＤ毎に記
憶しておき、被験者毎に依存する対応関係を被験者ＩＤに基づいて取得することができる
。
　従って、より正確に、脈波による血圧変化を検出することができる。
【００４４】
　以上に説明したように、本実施の形態によれば、より簡単な構成により、被験者の血圧
変化等を監視する技術を提供することができる。
　上記の処理および制御は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ
）やＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）によるソフトウェア
処理、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　
Ｃｉｒｃｕｉｔ）やＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒ
ｒａｙ）によるハードウェア処理によって実現することができる。
【００４５】



(10) JP 2020-18742 A 2020.2.6

10

20

30

40

　また、上記の実施の形態において、図示されている構成等については、これらに限定さ
れるものではなく、本発明の効果を発揮する範囲内で適宜変更することが可能である。そ
の他、本発明の目的の範囲を逸脱しない限りにおいて適宜変更して実施することが可能で
ある。
　例えば、上記の実施の形態では、被験者（人間）を対象としたが、動物を対象とするこ
とも可能であり、特許請求の範囲では、対象を限定していない。
　また、本発明の各構成要素は、任意に取捨選択することができ、取捨選択した構成を具
備する発明も本発明に含まれるものである。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明は、被験者の血圧監視装置として利用可能である。
【符号の説明】
【００４７】
Ａ　血圧変化（低下）検出装置（システム）
Ｉ／Ｆ　人工透析用のインターフェイス
Ｂ　人工透析器
Ｈ　被験者
Ｌ１，Ｌ２　チューブ
１　反射型光センサ
３　光センサ
４　信号変換アダプタ
５　制御部
５－１　末梢脈波測定用センサ信号取得部
５－２　血圧低下検出部
５－２ａ　脈波検出部
５－３　内蔵血圧計自動動作開始指示部
５－３ａ　血圧低下報知部
５－３ｂ　脈波非検出報知部
５－４　脈波－血圧対応付け処理部
５－５　参照用メモリ
６　センサケーブル
１１　ダイアライザー
１５　透析液供給装置
１７　透析液
２１　廃液
２５　抗凝固剤
３０　増幅器
３１　Ａ／Ｄ変換器
５０　装置コントローラ
５０ｍ　内部メモリ
５１　血管脈波測定処理モジュール
５２　血圧値校正処理モジュール
６０　表示部
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【図７】 【図８】

【手続補正書】
【提出日】令和1年7月17日(2019.7.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反射型光センサのセンシング信号により被験者の脈波を検出する脈波検出部と、
　前記脈波検出部により検出された脈波信号の変化に基づいて、血液の循環過程において
体内に正常に血液が戻らないことによる心拍上昇に起因する急激な血圧低下と、末梢血管
拡張に伴うなだらかな血圧低下と、を前記脈波の時間変化により検出する血圧低下検出部
と
を有する血圧監視装置。
【請求項２】
　前記血圧低下検出部が、血圧の低下を検出すると、血圧の低下に伴う被験者の異常を報
知する報知部を有する請求項１に記載の血圧監視装置。
【請求項３】
　さらに、脈波の非検出を報知する脈波非検出報知部を有する請求項１に記載の血圧監視
装置。
【請求項４】
　さらに、前記血圧低下検出部が、血液の循環過程における血圧の低下を検出すると、血
圧計自動動作開始指示部が血圧監視装置の血圧計を自動的に動作させる血圧計自動動作開
始部を有する請求項１から３までのいずれか１項に記載の血圧監視装置。
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【請求項５】
　さらに、前記脈波検出部により検出される脈波と血圧計により測定される血圧との対応
関係を記憶する記憶部を有し、
　前記脈波検出部からの信号を取得する脈波測定用センサ信号取得部とセンサ信号と実際
の血圧値との対応関係を示す前記記憶部の参照用データから実際の血圧値を求める請求項
１から４までのいずれか１項に記載の血圧監視装置。
【請求項６】
　前記記憶部に記憶された前記対応関係を、随時更新することを特徴とする請求項５に記
載の血圧監視装置。
【請求項７】
　被験者の脈波を検出する脈波検出ステップと、
　前記脈波検出ステップにより検出された脈波信号の変化に基づいて、血液の循環過程に
おいて体内に正常に血液が戻らないことによる心拍上昇に起因する急激な血圧低下と、末
梢血管拡張に伴うなだらかな血圧低下と、を前記脈波の時間変化により検出する血圧低下
検出ステップと
を有する血圧監視方法。
【請求項８】
　さらに、脈波の非検出を報知する脈波非検出報知ステップを有する請求項７に記載の血
圧監視方法。
【請求項９】
　請求項７又は８に記載の血圧監視方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
【特許文献１】特許第３４９０４３３号公報
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